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新

旧

対

照

条

文

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）

（
抄
）

◎

改

正

案

現

行

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
六
十
七
（
略
）

一
～
六
十
七
（
略
）

六
十
八

水
素
ガ
ス
吸
入
療
法

心
停
止
後
症
候
群
（
院
外
に
お
け
る
心
停
止
後

（
新
設
）

に
院
外
又
は
救
急
外
来
に
お
い
て
自
己
心
拍
が
再
開
し
、
か
つ
、
心
原
性
心
停

止
が
推
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）


